
千曲市歴史的風致維持向上計画（第２期）の策定について

「歴史的風致」は、①歴史上価値の高い建造物、②その周辺の市街地、③地域における固有の歴
史・伝統を反映した人びとの活動の３つが、一体となって形成してきた良好な市街地の環境を指
します。
歴史的風致維持向上計画とは、 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成
２０年制定）」（以下、歴まち法）に基づいて、歴史的なまちなみと一体となって、形成してきた良好
な市街地（歴史的風致）を維持・向上させ、後世に継承していくための計画です。
なお、計画は、３省庁（文化庁、農林水産省、国土交通省）から認定されます。認定されると交付
金の拡充や税制措置などの支援を受けることができるようになります。

本市の『第三次千曲市総合計画』の将来像実現に向けた基本目標「輝かしい歴史文化の伝承
と、新たな文化を創造するまち」において、貴重な地域の財産を守り、育み、活かし、将来に
伝承するとともに、多様な文化を創造し、市民一人ひとりが、この地域に愛着と誇りを持ち、
地域の活力が高まるまちづくりを進めると位置付けています。
また、文化財計画の上位計画である『千曲市文化財保存活用地域計画』において、基本理念
「しる・まもる・つたえる・つなぐ・千曲の歴史文化」の実現によって『第三次千曲市総合計
画』の基本目標及び将来像の実現を目指すこととしています。
このことから、歴史的風致のより一層の向上を目指し、引き続き文化財保護とまちづくりが
一体となった事業に取り組んでいくため、千曲市歴史的風致維持向上計画の第２期計画を策定
します。

１．歴史的風致維持向上計画とは

維持向上すべき歴史的風致
１ 善光寺街道にみる歴史的風致
２ 武水別神社にみる歴史的風致
３ 更級の名月と姨捨の棚田にみる歴史的風致
４ 戸倉上山田温泉にみる歴史的風致
５ 北国街道にみる歴史的風致
６ 雨宮坐日吉神社にみる歴史的風致
７ あんずの里にみる歴史的風致
８ 森将軍塚古墳にみる歴史的風致
９ 千曲川流域にみる歴史的風致

重点区域（※）
１ 稲荷山・桑原・八幡地区（３４０ha）
２ 更級・姨捨地区（５４５ha）
３ 戸倉上山田温泉地区（９４ha）

（※）重点区域とは
「重要文化財、重要有形民俗文化財 または 史跡名
勝天然記念物として指定された建造物の用に供され
る土地」 または 「重要伝統的建造物群保存地区
内の土地の区域」にあり、施策を重点的かつ一体的
に推進することが特に必要である土地の区域

認 定 日：平成２８年５月１９日
計画期間：平成２８年度（２０１６年度）～令和７年度（２０２５年度） １０年間

４．策定スケジュール予定

３．千曲市歴史的風致維持向上計画（第２期）策定の目的

①八幡地区町並み整備事業
松田家斎館をはじめとす
る建造物等の整備

②稲荷山伝統的建造物群保存
地区 保存整備事業
文化庁の補助金を活用し、
個人が所有する住居など
の修理・修景の費用補助

第1期計画の主要な事業及び概要

２．千曲市歴史的風致維持向上計画の概要
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